
○

地
籍
調
査
作
業
規
程
準
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
月
二
十
四
日
総
理
府
令
第
七
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

（
作
業
の
順
序
）

（
作
業
の
順
序
）

第
四
十
二
条

地
上
法
に
よ
る
地
籍
測
量
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
の
順
序
に
従
っ
て

第
四
十
二
条

地
上
法
に
よ
る
地
籍
測
量
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
の
順
序
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
単
点
観
測
法
に
よ
る
地
籍
測
量
に
あ
っ
て
は
、
第

四
号
の
作
業
の
み
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
に
お
い
て
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度

２

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
作
業
（
単
点
観
測
法
に
よ
る
地
籍
測
量
を
除
く
。
）
に

内
の
精
度
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

お
い
て
、
令
別
表
第
四
に
定
め
る
誤
差
の
限
度
内
の
精
度
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る

げ
る
作
業
の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
合
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
作
業
の
全
部
又
は
一
部
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
多
角
路
線
の
選
定
）

（
多
角
路
線
の
選
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

多
角
路
線
の
次
数
は
、
地
籍
図
根
三
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
一
次
ま
で
と
す
る

３

多
角
路
線
の
次
数
は
、
基
準
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し

。

、
地
形
の
状
況
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
三
次
ま
で
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
多
角
路
線
の
選
定
）

（
多
角
路
線
の
選
定
）

第
五
十
四
条

（
略
）

第
五
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

多
角
路
線
の
次
数
は
、
地
籍
図
根
三
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
一
次
ま
で
と
す
る

３

多
角
路
線
の
次
数
は
、
地
籍
図
根
三
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
三
次
ま
で
と
す
る

。
た
だ
し
、
隣
接
す
る
調
査
地
域
に
お
け
る
地
籍
図
根
多
角
測
量
に
よ
り
設
置
さ

。

れ
た
地
籍
図
根
多
角
点
を
与
点
と
す
る
場
合
に
は
、
二
次
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。



（
地
籍
図
根
多
角
交
会
点
の
選
定
）

第
五
十
五
条

削
除

第
五
十
五
条

後
続
の
測
量
に
資
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
地
籍
図
根

多
角
測
量
に
伴
っ
て
多
角
路
線
外
に
地
籍
図
根
多
角
交
会
点
を
選
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

地
籍
図
根
多
角
交
会
点
は
、
地
籍
図
根
多
角
測
量
に
お
け
る
与
点
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
細
部
図
根
点
）

（
細
部
図
根
点
）

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２

前
項
の
細
部
図
根
点
の
う
ち
多
角
測
量
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
点
を
細
部
多
角

２

前
項
の
細
部
図
根
点
の
う
ち
多
角
測
量
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
点
を
細
部
多
角

点
、
放
射
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
点
を
細
部
放
射
点
と
い
う
。

点
と
い
う
。

（
放
射
法
に
よ
る
細
部
図
根
測
量
）

（
放
射
法
に
よ
る
細
部
図
根
測
量
）

第
六
十
四
条

放
射
法
に
よ
る
細
部
図
根
測
量
は
、
細
部
多
角
点
等
を
与
点
と
し
て

第
六
十
四
条

放
射
法
に
よ
る
細
部
図
根
測
量
は
、
細
部
多
角
点
等
を
与
点
と
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
見
通
し
障
害
等
に
よ
り
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合

行
う
も
の
と
す
る
。

に
は
、
節
点
一
点
に
よ
る
開
放
路
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

放
射
法
に
よ
る
細
部
図
根
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与

３

放
射
法
に
よ
る
細
部
図
根
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与

点
と
同
一
の
多
角
路
線
に
属
す
る
相
隣
る
細
部
多
角
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与

点
と
同
一
の
多
角
網
に
属
す
る
細
部
多
角
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点
か
ら
細

点
か
ら
細
部
図
根
点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
細
部
多
角
点

部
放
射
点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
細
部
多
角
点
等
ま
で
の

等
ま
で
の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。

距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。

４

細
部
放
射
点
の
次
数
は
、
細
部
多
角
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次
ま
で
と
す
る
。

４

放
射
法
に
よ
る
細
部
図
根
点
の
次
数
は
、
地
籍
図
根
点
等
を
基
礎
と
し
て
二
次

ま
で
と
す
る
。

（
放
射
法
に
よ
る
一
筆
地
測
量
）

（
放
射
法
に
よ
る
一
筆
地
測
量
）

第
七
十
条
の
二

（
略
）

第
七
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

放
射
法
に
よ
る
一
筆
地
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与
点

３

放
射
法
に
よ
る
一
筆
地
測
量
に
お
い
て
水
平
角
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
与
点

と
同
一
の
多
角
網
に
属
す
る
細
部
図
根
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点
か
ら
筆
界

と
同
一
の
多
角
路
線
に
属
す
る
相
隣
る
細
部
図
根
点
等
を
基
準
方
向
と
し
、
与
点



点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
細
部
図
根
点
等
ま
で
の
距
離
よ

か
ら
筆
界
点
ま
で
の
距
離
は
、
与
点
か
ら
基
準
方
向
と
し
た
細
部
図
根
点
等
ま
で

り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。

の
距
離
よ
り
短
く
す
る
も
の
と
す
る
。


